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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
石
綿
含
有
建
材
を
使
用
し
た
建
築
物
等
の
解
体
等
工
事
現
場
に
お
い
て
隔
離
場
所
周
辺
の
大
気
濃
度
測
定
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
石
綿
の
濃
度
を
迅
速
に
測
定
す
る
た
め
の
方
法
や
測
定
結
果
の
評
価
に
必
要
な
管
理
基
準
値
等

に
つ
い
て
、
現
に
義
務
化
を
実
施
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
等
の
事
例
を
参
考
に
し
て
調
査
・
研
究
を
行
い
、
そ
の
制
度
化

に
つ
い
て
速
や
か
に
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二
、
規
制
対
象
と
な
る
解
体
等
工
事
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
関
係
省
庁
や
都
道
府
県
等

が
連
携
し
、
建
築
物
石
綿
含
有
建
材
調
査
者
講
習
等
に
よ
り
専
門
性
を
有
す
る
十
分
な
人
材
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 



三
、
石
綿
に
係
る
調
査
等
の
信
頼
性
を
担
保
す
る
た
め
、
事
前
調
査
及
び
作
業
後
の
確
認
の
施
行
の
状
況
を
踏
ま
え
、
第
三
者

に
よ
る
事
前
調
査
及
び
作
業
後
の
確
認
の
実
施
も
含
め
、
必
要
に
応
じ
て
対
策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

四
、
石
綿
に
係
る
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
お
い
て
、
被
覆
等
の
石
綿
の
除
去
以
外
の
方
法
に
よ
る
作
業
に
つ
い
て
も
石
綿

の
飛
散
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
除
去
の
場
合
と
同
様
に
、
隔
離
や
集
じ
ん
・
排
気
装
置
の
使
用
等
必
要
な
作
業
方
法

を
法
令
上
明
確
に
定
め
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。 

 

五
、
石
綿
の
除
去
等
に
関
す
る
作
業
の
安
全
性
と
信
頼
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
に
あ
た
る
事
業
者

に
対
し
、
本
法
の
周
知
及
び
施
行
に
係
る
技
術
的
情
報
の
提
供
に
努
め
る
こ
と
。 

 

六
、
解
体
等
工
事
の
規
制
に
関
し
、
環
境
保
全
等
の
観
点
か
ら
、
環
境
省
、
厚
生
労
働
省
及
び
国
土
交
通
省
等
の
関
係
省
庁
間

の
連
携
を
強
化
し
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
石
綿
飛
散
防
止
対
策
を
行
う
こ
と
。 

 



七
、
国
民
の
生
活
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
解
体
等
工
事
に
お
け
る
石
綿
の
飛
散
の
防
止
を
図
る
と
と
も
に
、
石
綿

の
除
去
を
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
間
及
び
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
検
討
す

る
こ
と
。 

 

八
、
石
綿
含
有
建
材
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
周
知
な
ど
に
よ
り
、
建
築
物
等
の
所
有
者
や
解
体
等
を
行
う
事
業
者
が
石
綿
含
有
建

材
の
使
用
状
況
を
容
易
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
把
握
し
た
情
報
を
活
用
し
、
災
害
時
の
建
築
物
の
倒
壊
等

に
よ
る
石
綿
飛
散
の
防
止
に
向
け
て
万
全
を
期
す
る
こ
と
。 

 

九
、
新
た
に
石
綿
含
有
成
形
板
等
の
レ
ベ
ル
３
建
材
が
法
規
制
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
、
都
道
府
県
の
報
告
徴
収
及
び
立
入
検

査
の
対
象
が
下
請
業
者
に
拡
大
さ
れ
る
な
ど
、
石
綿
の
飛
散
防
止
の
た
め
の
都
道
府
県
の
役
割
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
、
都
道

府
県
が
規
制
権
限
及
び
調
査
権
限
を
適
時
適
切
に
、
必
要
な
場
合
は
届
出
の
あ
っ
た
現
場
以
外
の
解
体
等
工
事
の
現
場
に
つ

い
て
も
行
使
す
る
責
務
を
全
う
す
る
こ
と
が
周
辺
住
民
の
生
命
及
び
身
体
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
国
が
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
職
員
の
専
門
知
識
や
対
応
能
力
の
向
上
に
努
め
る



こ
と
。 

 

十
、
解
体
等
工
事
に
お
い
て
、
石
綿
飛
散
の
被
害
者
と
な
り
得
る
周
辺
住
民
と
の
間
に
情
報
共
有
や
意
見
交
換
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
安
全
な
工
事
の
実
施
の
た
め
に
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
解
体
等
工
事
に
お
け
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
進

む
よ
う
必
要
な
措
置
の
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

十
一
、
作
業
基
準
違
反
等
の
事
例
の
調
査
分
析
が
、
今
後
の
規
制
の
在
り
方
の
検
討
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
作
業

基
準
違
反
等
の
事
例
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。 

 

十
二
、
石
綿
含
有
建
材
を
使
用
し
た
建
築
物
等
の
解
体
等
工
事
の
増
加
に
よ
り
、
石
綿
飛
散
の
危
険
性
が
一
層
高
ま
る
こ
と
か

ら
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
救
済
制
度
の
施
行
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
石
綿
関
係
の
疾
患
等
に
係
る
最
新
の
知
見
等

を
収
集
し
、
適
切
な
救
済
の
実
施
に
向
け
た
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 



十
三
、
本
法
附
則
第
五
条
に
よ
る
施
行
後
五
年
の
見
直
し
時
期
以
前
で
あ
っ
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
本
法
の
規
定
の
施
行
状
況

を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
適
宜
適
切
に
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


